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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回路基板上に列状に配置するように形成される複数の導電体パターンに給電するための
交流の検査信号を生成する検査信号供給部と、
　前記複数の導電体パターンに容量結合して、一列おきの導電体パターンに前記検査信号
を給電する給電電極部と、
　前記検査信号が給電された第１の導電体パターンに容量結合し、前記検査信号を第１の
検出信号として検出する第１のセンサ電極及び、前記検査信号が給電されていない第２の
導電体パターンに容量結合し、該第２の導電体パターンに前記検査信号が流れた際に、第
２の検出信号として検出する第２のセンサ電極で構成される受電電極部と、
　前記第１の検出信号と前記第２の検出信号とを加算した和信号と、前記第１の検出信号
から前記第２の検出信号を減算した差信号とを算出し、前記差信号を前記和信号で除算し
て、判定用信号を生成する検出信号処理部と、
　前記判定用信号を予め設定した閾値と比較し、欠陥の有無を判定する欠陥判定部と、を
具備する導電体パターン検査装置。
【請求項２】
　前記第１の検出信号と前記第２の検出信号とを加算した和信号から、該和信号に重畳す
るコモンモードノイズを減算することを特徴とする請求項１に記載の導電体パターン検査
装置。
【請求項３】
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　検査時に前記回路基板を、列状に配置される前記複数の導電体パターンの延伸方向に沿
って搬送する移動機構制御部を具備することを特徴とする請求項１に記載の導電体パター
ン検査装置。
【請求項４】
　前記複数の導電体パターンは、複数の平行な櫛歯部と該櫛歯部の各一端を共通に連結す
るショートバー部とで構成される２つの櫛形状が、ショートバー部が外側に位置し、前記
櫛歯部を交互に等間隔を空けて咬み合わせて対を成すように形成され、
　さらに、何れか一方のショートバー部に前記給電電極部が設けられることを特徴とする
請求項１に記載の導電体パターン検査装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基板上に形成された導電体パターンに非接触の検査電極を用いて電気的検査
を行う導電体パターン検査装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、電子部品を実装するための硬質樹脂からなる回路基板や折り曲げ自在なフレキ
シブル回路基板には、部品間を接続するための導電体パターンが形成されている。また、
太陽電池や太陽発電用パネル等に使用される回路基板においては、例えば、１本のショー
トバーの側方から起電するための複数の電極が櫛歯状に延出する櫛形状の導電体パターン
を組み合わせて形成している。
【０００３】
　これらの導電体パターンにおける短絡や断線の有無を検出する従来の電気的検査は、尖
端形状の検査プローブを検査対象となる導電体パターンや電極に押し当てて電気的な接続
を行った後、検査信号を給電し、その導電体パターンから供給した検査信号に相当する検
出信号を検出して、断線や短絡による欠陥の有無を判定している。
【０００４】
　さらに、検査の効率化を図るために、検査電極側又は、回路基板側の何れかを移動させ
ながら、複数の回路基板に対して連続的に検査を実施している。この検査プローブを導電
体パターンに接触させる場合、接触抵抗の低減を図るためにある程度の押圧が働いている
ため、導電体パターンを削り取る傷などの損傷を与えている。　
　また、検査時に与える導電体パターンへの損傷を防止する検査装置として、例えば、特
許文献１には、導電体パターンへ非接触で電気的検査を実施する導電体パターン検査装置
が開示されている。
【０００５】
　この導電体パターン検査装置は、少なくとも給電電極とセンサ電極からなる一組の検査
電極を検査対象の導電体パターンに近接させて容量結合した状態で、給電電極から検査信
号である交流検査信号を印加し、センサ電極で導電体パターンを伝搬した交流検査信号を
検出して、検出された検出信号のレベルにより、断線及び短絡の有無の検査を行っている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－１９１３８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　前述した非接触で容量結合を利用した検査装置においては、検査電極が予め定めた距離
、所謂ギャップを空けて導電体パターンと対向し、導電体パターン側から伝搬される交流
検査信号を検出している。直流信号を検査信号として用いる検査装置の検出値に比べて、
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交流の検査信号を容量結合により検出される検出値は、微小な値となっている。
【０００８】
　特に、導電体パターンと検査電極の間の距離即ち、容量結合における電極間距離が変動
した場合には、取得される検出信号の信号値が大きく変動する。これは、検査の良否判定
を行う基準となる閾値に対して、取得された信号値が大きく変動することであり、実際に
は導電体パターンが正常であっても、距離が離れ過ぎると、検出された検出値が閾値より
低くなり不良と判断される事態が懸念される。
【０００９】
　このような導電体パターンと検査電極の間の距離の変動は、検査電極の移動機構、又は
回路基板の搬送機構の動作精度を高めれば、低減させることは可能である。しかしながら
、これらの移動機構又は搬送機構の動作精度を高くすることは、容易なことではなく、更
なる構成部位の寸法の高精度化が必須であり、組み立て調整の向上等の人的能力の向上ま
でもが含まれている。また、生産効率の向上を図るために、導電体パターンを形成する基
板も大型化が要求され、大型基板には現在の検査精度又はそれ以上の検査精度を要求され
るため、技術的な難易度が高くなり、製造コストも大幅に上がることが想定される。
【００１０】
　そこで本発明は、対向する導電体パターンと検査電極の距離の変動に従う検出信号の値
の変動を減少させて、より正確な導電体パターンの欠陥の有無の検査結果を取得する導電
体パターン検査装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するために、本発明に従う実施形態の導電体パターン検査装置は、回路
基板上に列状に配置するように形成される複数の導電体パターンに給電するための交流の
検査信号を生成する検査信号供給部と、前記複数の導電体パターンに容量結合して、一列
おきの導電体パターンに前記検査信号を給電する給電電極部と、前記検査信号が給電され
た第１の導電体パターンに容量結合し、前記検査信号を第１の検出信号として検出する第
１のセンサ電極及び、前記検査信号が給電されていない第２の導電体パターンに容量結合
し、該第２の導電体パターンに前記検査信号が流れた際に、第２の検出信号として検出す
る第２のセンサ電極で構成される受電電極部と、前記第１の検出信号と前記第２の検出信
号とを加算した和信号と、前記第１の検出信号から前記第２の検出信号を減算した差信号
とを算出し、前記差信号を前記和信号で除算して、判定用信号を生成する検出信号処理部
と、前記判定用信号を予め設定した閾値と比較し、欠陥の有無を判定する欠陥判定部と、
を具備する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、対向する導電体パターンと検査電極の距離の変動に従う検出信号の値
の変動を減少させて、より正確な導電体パターンの欠陥の有無の検査結果を取得する導電
体パターン検査装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、本発明の第１の実施形態に係る導電体パターン検査装置の概念的な構成
を示すブロック図である。
【図２】図２は、センサ電極と導電体パターンの間の距離が変化した際の検査信号の出力
変動の例を示す図である。
【図３】図３は、導電体パターン検査装置の欠陥判定における判定用信号と閾値との関係
について説明するための図である。
【図４】図４は、本発明の第２の実施形態に係る導電体パターン検査装置の概念的な構成
を示すブロック図である。
【図５】図５は、本発明の第３の実施形態に係る導電体パターン検査装置の概念的な構成
を示すブロック図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について詳細に説明する。　
　［第１の実施形態］　
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る導電体パターン検査装置の概念的な構成を示す
ブロック図、図２は、第１の実施形態の導電体パターン検査装置における距離が変化した
際の検査信号の出力変動と、比較のための従来の導電体パターン検査装置の検査信号の出
力変動を示す図である。また、図３は、導電体パターン検査装置の欠陥判定における判定
用信号と閾値との関係について説明するための図である。
【００１５】
　本実施形態において、導電体パターン検査装置１による検査対象の一例として、図１に
示すような太陽発電用パネル等として利用される回路基板２上に形成される導電体からな
る２つの櫛形状の導電体パターン７を対象にしている。これらの櫛形状は、複数の櫛歯部
と１つのショートバー部とで構成される。
【００１６】
　これらの櫛形状は、共に、複数の平行な櫛歯部の一端が開放され、各他端が１つのショ
ートバー部に共通に連結されるように形成されている。この導電体パターン７は、一対の
櫛形状が櫛歯部を交互に咬み合わせるように配置される。この時、互いの導電体パターン
７ａ，７ｂにおける櫛歯部と櫛歯部とは接触や重なりを持たないように、一定の間隔が空
けられている。
【００１７】
　本実施形態の導電体パターン検査装置１は、主として、交流の検査信号の給電及び検出
を行う給電電極部３と受電電極部５からなる検査電極部６と、検査信号を生成する検査信
号供給部８と、検出した検出信号に対して検波及び増幅を含む演算処理を行う検出信号処
理部９と、欠陥の有無により良否判定を行う欠陥判定部２８と、各構成部位を制御する制
御部１０と、検査時に回路基板を搬送する移動機構１１及び駆動制御部１２と、で構成さ
れる。以下の説明において、検査時に、導電体パターン７に給電する交流の信号を検査信
号と称し、導電体パターンから検出された検査信号を検出信号として記載している。
【００１８】
　以下、詳細に説明する。検査電極部６は、図示しない１つの電極基板の導電体パターン
７と対向する面上に、給電電極部３と受電電極部５が形成されている。尚、電極基板は、
給電電極部３と受電電極部５に対して、別個に形成してもよいが、この場合には、位置関
係が固定されるように構成されている。この回路基板２上に形成された導電体パターンと
、電極基板の導電体パターン７と対向する面との隙間を以下で説明する、間隔と称してい
る。
【００１９】
　給電電極部３は、一方の導電体パターン７ａのショートバー部上方に対向する位置に配
置される。従って、列状に配置された櫛歯部の導電体パターン７に対して、一列おきの導
電体パターン、即ち、図１においては、導電体パターン７ａのみに交流の検査信号が入力
される。また、本実施形態では、後述するように回路基板を搬送しながら検査を実施する
方式であるため、給電電極部３の下方を導電体パターン７ａのショートバー部が通過する
際に容量結合して、給電電極部３から導電体パターン７ａに対して、交流の検査信号が入
力される。
【００２０】
　受電電極部５は、導電体パターン７を流れる検査信号を検出信号として検出する矩形形
状の対となるセンサ電極４（４ａ，４ｂ）により構成される。これらのセンサ電極４は、
電気抵抗率が低い導電体材料例えば、金属材料により公知な形成方法により形成される。
給電電極部３がショートバー部上方に在るときに、センサ電極４ａ，４ｂが、それぞれ導
電体パターン７ａ，７ｂの隣接する櫛歯部の上方で対向する位置に在るように配置されて
いる。この時、センサ電極４ａ，４ｂは、櫛歯部のどの箇所に対向するかは、特に限定さ
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れるものではない。
【００２１】
　図１においては、導電体パターン７ａ［第１の導電体パターン］の櫛歯部に対向するよ
うにセンサ電極４ａ［第１のセンサ電極］が配置され、隣接する導電体パターン７ｂ［第
２の導電体パターン］の櫛歯部に対向するようにセンサ電極４ｂ［第２のセンサ電極］が
配置されている。センサ電極４は、少なくとも一対で隣接して配置されるセンサ電極４ａ
及びセンサ電極４ｂが必要である。尚、容量結合により交流の検査信号の供給及び検出を
行う場合には、伝搬される検査信号の信号値をなるべく大きくするために、給電電極部３
及びセンサ電極４は、導電体パターンに対向する面積が大きくなるように形成されること
が望ましい。
【００２２】
　検査信号供給部８は、導電体パターン７に入力させるための検査信号を生成し、給電電
極部３に出力する。この検査信号は、例えば、２００kHz～８００kHz程度の帯域内の交流
信号であり、工場出荷時に設計仕様に基づき設定される又は、使用者が検査対象に応じて
、適宜選択して設定してもよい。 センサ電極４により検出されたそれぞれの検出信号は
、検出信号処理部９に出力される。
【００２３】
　検出信号処理部９は、２つの増幅部２１及び増幅部２２と、差動増幅部２３と、加算部
２４と、２つの検波部２５及び検波部２６と、演算部２７とで構成される。　
　増幅部２１は、センサ電極４ａが検出し入力された交流の検出信号Ａ［第１の検出信号
］を増幅して、加算部２４へ出力する。同様に、増幅部２２は、センサ電極４ｂが検出し
入力された交流の検出信号Ｂ［第２の検出信号］を増幅して、加算部２４へ出力する。増
幅部２１と増幅部２２は、同じ特性を有し、同じ増幅率で増幅するものとする。加算部２
４は、それぞれに増幅された検出信号Ａ，Ｂを加算（Ａ＋Ｂ）し、検波部２６へ出力する
。
【００２４】
　差動増幅部２３は、センサ電極４ａ及びセンサ電極４ｂからそれぞれに入力された検出
信号Ａ，Ｂの差（Ａ－Ｂ）を取り、検波部２５へ出力する。　
　検波部２６は、加算部２４からの加算された交流の検出信号に対して検波処理を施し、
和信号（Ａ＋Ｂ）を生成し、演算部２７に出力する。同様に、検波部２５は、差動増幅部
２３からの差が取られた交流の検出信号に対して、検波処理により差信号（Ａ－Ｂ）を生
成し、演算部２７に出力する。
【００２５】
　ここで、導電体パターン７ａ，７ｂが共に、短絡していない正常な導電体パターンであ
った場合には、センサ電極４ｂからの検出値は０であり、センサ電極４ａのみから検出さ
れる。従って、増幅部２１のみから増幅された検出信号が加算部２４を通じて、検波部２
６へ出力される。また、差動増幅部２３からは、センサ電極４ａから検出された検出信号
のみが検波部２５へ出力される。　
　反対に、導電体パターン７ａ，７ｂが短絡していた場合には、センサ電極４ａ，４ｂか
らそれぞれ略同じ値の交流の検出信号が検出される。従って、増幅部２１，２２からそれ
ぞれに増幅された検出信号が加算部２４を通じて２倍になった検出信号が検波部２６へ出
力される。また、差動増幅部２３からは、センサ電極４ａとセンサ電極４ｂとの差により
０レベルの検出信号が検波部２５へ出力される。
【００２６】
　演算部２７は、それぞれに入力された差信号（Ａ－Ｂ）を和信号（Ａ＋Ｂ）で除す演算
処理を行う。この時、前処理として、差信号及び和信号に平滑化処理を施してもよい。さ
らに、和信号（Ａ＋Ｂ）には、コモンモードノイズＮが重畳するため、そのノイズ分を差
し引く減算処理を行った後、除算処理を行い、判定用信号Ｐを生成する。即ち、判定用信
号Ｐは、Ｐ＝（Ａ－Ｂ）／（Ａ＋Ｂ－Ｎ）　…　式（１）により求められる。
【００２７】
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　次に、演算部２７は、生成された判定用信号Ｐを欠陥判定部２８に出力する。　
　欠陥判定部２８は、後述するように、予め判定用の閾値が設定され、取得された判定用
信号Ｐと閾値との比較により、欠陥の有無を判定する。この欠陥の有無の判定結果は、制
御部１０に出力される。　
　また、回路基板２は、移動機構１１により、検査時に図１に示す矢印ｓの方向に搬送さ
れる。この矢印ｓの方向は、導電体パターン７の櫛部分が延出する方向と同じ方向である
。移動機構１１は、制御部１０からの指示に従う駆動制御部１２により駆動制御される。
【００２８】
　制御部１０は、装置全体の各構成部の制御を行う演算処理部（ＣＰＵ）２９と、プログ
ラムやデータに関する情報を記憶するメモリ３０と、で構成される。メモリ３０は、例え
ば、ＲＯＭ、ＲＡＭ又はフラッシュメモリ等の汎用メモリを利用して、制御用プログラム
、各種演算用プログラム及びデータ（テーブル）等を記憶している。演算処理部２９は、
設定されたプログラム等に従い、入力又は指示された情報に対して演算処理を行い、各構
成部の操作指示を行う。
【００２９】
　さらに、制御部１０には、表示部３１及び入力部３２が設けられている。表示部３１は
、欠陥の有無の判定結果や各構成部の操作指示及び駆動状態等を表示する。また、入力部
３２は、操作指示や設定を行うためのキーボートやタッチパネル等からなる入力機器であ
る。制御部１０は、欠陥判定部２８からの判定結果を受けて、その内容を表示部３１の画
面上に表示する。
【００３０】
　次に、検出信号処理部９の演算部２７により生成される判定用信号Ｐについて説明する
。　
　この判定用信号Ｐは、センサ電極４と導電体パターン７との間隔（ギャップ）が変動す
ると、式（１）における分母と分子とが同等に変化する。このため、ギャップ変動による
影響がキャンセルされて、数値の変動が少ない判定用信号Ｐを生成することができる。
【００３１】
　本実施形態においては、例えば、センサ電極４と導電体パターン７との間隔を５００μ
ｍを検査時の基準間隔として設定し、移動する回路基板を変動させたときの出力変動を図
２に示している。ここでは、本実施形態における判定用信号をＰとし、従来の差信号（Ａ
－Ｂ）のみを従来の判定用信号をＱとしている。
【００３２】
　図２に示す特性を参照して、センサ電極４と導電体パターン７との間隔に大きい変動が
あった例について説明する。　
　５００μｍの基準間隔に対して、第１例として、３５０μｍの変動、即ち、距離１５０
μｍだけセンサ電極４と導電体パターン７が近づく変動が生じた場合、判定用信号Ｐの出
力変動は、信号値における＋１８％の出力変動が生じている。これに対して判定用信号Ｑ
には、＋１６８％の出力変動が生じている。
【００３３】
　同様に、第２例として、５００μｍの基準間隔に対して、６００μｍの変動、即ち、距
離１５０μｍだけセンサ電極４と導電体パターン７が離れる変動が生じた場合、判定用信
号Ｐの出力変動は、信号値における－６％の変動が生じているが、従来の判定用信号Ｑの
出力変動は、－４８％の出力変動が生じている。
【００３４】
　従って、間隔の大きい変動があった場合には、本実施形態の検出された検出信号の値が
従来の検出信号に比べて、出力変動を１／８～１／９程度に減少させることができる。ま
た、図３に示すように、欠陥判定部２８による判定は、予め判定用の閾値が設定され、本
実施形態の判定用信号Ｐと比較により、欠陥の有無を判定する。以下の説明において、コ
モンモードノイズＮは、考慮せずに説明する。ここでは、導電体パターン７ａ，７ｂが短
絡している場合に、センサ電極４ａ，４ｂから検出された検出信号Ａと検出信号Ｂは、同
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じ電位の交流信号であり、増幅部２１，２２の増幅率も同等であるものと設定する。ここ
では、閾値を「１」に設定する。
【００３５】
　欠陥判定部２８において、演算部２７から入力された判定用信号Ｐが「０」の場合、前
述した式（１）において、分子の（Ａ－Ｂ）が「０」である。つまり、センサ電極４ａと
センサ電極４ｂからの検出信号Ａと検出信号Ｂが等しいことが考えられる。これは、導電
体パターン７ａ，７ｂどうしが短絡し、欠陥のある導電体パターンであるものと判定でき
る。一方、演算部２７から入力された判定用信号が「１」の場合、前述した式（１）にお
いて、分子の（Ａ－Ｂ）が１である。つまり、Ａ＝１，Ｂ＝０が考えられ、即ち、導電体
パターン７ａ，７ｂの短絡は無く、正常な導電体パターンであるものと判定できる。
【００３６】
　以上のことから、図３に示すように、判定用信号ＰOKが閾値である「１」に到達する場
合には、正常な導電体パターンであると判定され、判定用信号ＰNGが「０」又は閾値以外
の場合には、欠陥のある導電体パターンであると判定できる。
【００３７】
　尚、前述した判定に用いられる閾値は、「１」の固定値に設定したが、固定値又は固定
された範囲（図３に示す点線）に限定する必要は無い。例えば、閾値を直前に良好と判定
された判定用信号（但し、ピーク値）に常に書き換えて、新たな閾値として設定する。そ
の新たな閾値を判定基準又は、その新たな閾値を中心とした任意の数値の幅で設定した判
定範囲内を判定基準として、それらの判定基準に適合する判定用信号に対して、欠陥が無
いと判定するようにしてもよい。
【００３８】
　本実施形態の導電体パターン検査装置によれば、検査信号が供給されている導電体パタ
ーンから検出された検出信号は、検査電極部と検査対象となる導電体パターンとの間隔に
変動があった場合であっても、従来の出力変動に比べて、格段に出力変動を減少させるこ
とができる。よって、検査電極部と導電体パターンの間隔の変動の有無や大きさにかかわ
らず出力変動のない判定用信号が取得でき、判定基準となる閾値と比較による欠陥の有無
を正確に判定することができる。
［第２の実施形態］
　図４は、本発明の第２の実施形態に係る導電体パターン検査装置の概念的な構成を示す
ブロック図である。尚、本実施形態において、前述した第１の実施形態と同等の構成部位
には、同じ参照符号を付して、その詳細な説明は省略する。前述した第１の実施形態では
、作用効果を実現するための最小構成となる、１つの給電電極部３及び２つのセンサ電極
４の構成であったが、実際には、検査対象となる導電体パターンの数に対応できる複数の
センサ電極４の配置が必要となる。
【００３９】
　本実施形態では、図４に示すように、櫛形状の導電体パターンにおける全ての櫛歯部の
上方に、センサ電極４（４ａ，４ｂ）が配置される構成である。センサ電極４ａ群は、増
幅部２１及び差動増幅部２３に、それぞれに検出した交流の検出信号Ａを出力する。また
、センサ電極４ｂ群は、増幅部２２及び差動増幅部２３に、それぞれに検出した交流の検
出信号Ｂを出力する。増幅部２１，２２及び差動増幅部２３の以降の構成や信号処理は、
前述した第１の実施形態と同等である。
【００４０】
　また、欠陥判定部２８の判定においては、複数の導電体パターンの中に例えば、１箇所
の短絡箇所があった場合、第１の実施形態のように、判定用信号Ｐは、「０」にはならず
に、「１」未満の数値になる。本実施形態では、重畳するコモンモードノイズＮを考慮し
た「１」未満の数値を閾値に設定し、この閾値以下を欠陥のある導電体パターンであると
判定する。
【００４１】
　本実施形態では、前述した第１の実施形態と同等の作用効果を得ることができる。さら
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に、櫛形状の導電体パターンにおける全ての櫛歯部の上方に、センサ電極４が配置される
構成であるため、検査対象の回路基板を一度の搬送により、全ての導電体パターンにおけ
る短絡の欠陥の有無を検査することができる。
［第３の実施形態］
　図５は、本発明の第３の実施形態に係る導電体パターン検査装置の概念的な構成を示す
ブロック図である。尚、本実施形態において、前述した第１の実施形態と同等の構成部位
には、同じ参照符号を付して、その詳細な説明は省略する。　
　前述した第１、２の実施形態においては、給電電極部３が櫛形状の導電体パターン７の
ショートバー部に対向する配置構成であるため、櫛形状の導電体パターン７のみに適用さ
れる。
【００４２】
　本実施形態の導電体パターン検査装置１は、液晶パネルやタッチパネル等に用いられて
いる回路基板４１上に形成される平行で列状に配置されて電気的に分離された複数の導電
体パターン４２を検査対象とする。これらの導電体パターン４２に対して、電気的な検査
を行い、短絡及び断線の欠陥の有無を判定する。尚、各導電体パターン４２は、回路基板
４１上でパターンの位置が確定できるのであれば、必ずしも平行及び等間隔の配置でなく
ても検査可能である。
【００４３】
　本実施形態の検査電極部６は、給電電極部３と受電電極部５により構成される。図５に
示すように、給電電極部３は、複数の給電電極３ａからなり、各給電電極３ａが列状の配
置された導電体パターン４２の一列おきに対向する位置に配置され、隣接しないように配
置されている。また、受電電極部５は、複数のセンサ電極４（４ａ，４ｂ）からなり、検
査範囲内に存在する全ての導電体パターン４２と対向するようにセンサ電極４ａが配置さ
れている。給電電極３ａとセンサ電極４ａとの間隔は、特に限定されるものではなく、導
電体パターン４２の両端であっても、近接させた位置となるように配置してもよい。
【００４４】
　尚、必須ではないが検査電極部６において、任意の間隔、例えば、１乃至２ｃｍの間隔
を空けて、給電電極３ａとセンサ電極４ａを配置させた場合には、それらと対向する導電
体パターン４２における断線の欠陥を検出信号Ａから検出することも可能である。つまり
、断線箇所を通過する際に、一時的に給電電極３ａから入力された検査信号がセンサ電極
４ａまで到達せず、センサ電極４ａから出力される検出信号Ａが途絶えることにより、断
線による欠陥が検知できる。
【００４５】
　この一例としては、図５に示すように、増幅部２１から出力される交流の検出信号Ａの
みを検波処理する検波部４３を設けて、その検波処理された判定用信号Ｒの信号変化を欠
陥判定部２８にて判定することで、断線の欠陥の有無が判定できる。従って、図示してい
ないが、２つの第１、第２の検査電極部６を導電体パターン４２の長手方向に１本分以上
の導電体パターン４２の長さを空けて並べて配置し、第１の検査電極部と第２の検査電極
とを導電体パターン４２の１ラインずれるように、互いの給電電極３ａを配置する。さら
に、増幅部２１，２２から出力される交流の検出信号Ａ，Ｂをそれぞれに検波処理する２
つの検波部４３を追加することで全導電体パターンに対する短絡と断線の有無を判定する
ことができる。
【００４６】
　以上説明したように、本実施形態の導電体パターン検査装置は、検出信号処理部９が前
述した第１の実施形態と同等の判定用信号Ｐを出力することで、導電体パターン４２にお
ける短絡の欠陥の有無を判定することができる。さらに、検査電極部６及び検波部４３を
追加することで全導電体パターンに対する短絡と断線の有無を判定することができる。
【符号の説明】
【００４７】
　１…導電体パターン検査装置、２，４１…回路基板、３…給電電極部、３ａ…給電電極
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、４，４ａ，４ｂ…センサ電極、５…受電電極部、６…検査電極部、７，７ａ，７ｂ，４
２…導電体パターン、８…検査信号供給部、９…検出信号処理部、１０…制御部、１１…
移動機構、１２…駆動制御部、２１，２２…増幅部、２３…差動増幅部、２４…加算部、
２５，２６，４３…検波部、２７…演算部、２８…欠陥判定部、２９…演算処理部、３０
…メモリ、３１…表示部、３２…入力部。
【要約】
【課題】対向する導電体パターンと検査電極の距離の変動に従う検出信号の値の変動を減
少させて、より正確な導電体パターンの欠陥の有無の検査結果を取得する。
【解決手段】導電体パターン検査装置は、第１のセンサ電極が検査信号が給電された第１
の導電体パターンに容量結合して第１の検出信号を検出し、第２のセンサ電極が検査信号
が給電されていない第２の導電体パターンに容量結合して第２の導電体パターンに検査信
号が流れた際に第２の検出信号として検出し、検出信号処理部が第１の検出信号と第２の
検出信号とを加算した和信号と、第１の検出信号から第２の検出信号を減算した差信号と
を算出し、差信号を和信号で除算して、判定用信号を生成する。この判定用信号を閾値と
比較して短絡の欠陥を有無を判定する。
【選択図】図１

【図１】 【図２】

【図３】
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